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 現在、国際社会の統合、国家間における相互依存の深化が進行しつつあるに

もかかわらず、国際社会には国家より上位の政府は存在しないという状況の中

で、国際社会を秩序づける新たなしくみのあり方が問われている。これまで国

際社会の秩序は主権国家の力関係で維持されるという見方があったが、現在に

おいては、秩序維持における国家以外のアクターの役割が相対的に重要になっ

てきている。また、インターネットによる情報流通の革命的な高速化、高度化

と航空機による人の移動の簡便化は、国境の壁を一段と低いものにした。 

  こうした大きな変化の中にあって、安全保障とともに地球環境保全が国際社

会の重要な課題となっている。地球規模で持続可能な森林管理を実現するとい

うのも国際的な環境保全活動の一大テーマである。 

 この度のテーマ別分科会２では、地球規模で持続可能な森林管理を実現する

ための政策的しくみづくりについて、理論的にはもちろん、実践的な立場から

検討を行い、将来の枠組み形成に示唆を与えたい。 

 報告のサブテーマは、森林管理を巡る地球的な枠組み作りに関する地球サミ

ット以来の理論的・実践的な展開を踏まえて、次の４点を設定した。 

１．森林原則声明フォローアップのレビュー 

２．国際環境条約と持続可能な森林管理 

３．林産物貿易と持続可能な森林管理 

４．森林認証と持続可能な森林管理 

以下は、それぞれの論点である。 

１．森林原則声明フォローアップのレビュー 

 現在における地球規模の持続可能な森林管理を実現させるための取組みで

は、主要なものとして次の５分野が挙げられる。①国際的な制度的枠組みの形

成、②「貿易と環境」の問題、③資金援助と技術移転、④Ｃ＆Ｉ（Criteria and 
Indicators）の策定、⑤ＮＦＰ（National Forest Programmes）の展開である。これ

らの取組みについてレビューを行って、取組みの意義と実現を遅らせる問題点

を明らかにし、今後の地球規模での枠組み形成の展開とわが国の対応について

示唆を与えたい。 



 

２．国際環境条約と持続可能な森林管理 

 現在における地球規模の持続可能な森林管理を実現させるための取組みは、

主として「国家間の対話」として行われており、通常総合的な地球規模の環境

問題解決に向けた取組みの骨格となるべき、「法的拘束力のある国家間の合意」

としての「森林条約」の策定はされていない。しかしながら、国際環境条約と

して森林を対象の一部とする気候変動枠組条約、生物多様性条約などが締結さ

れ、国際的な秩序形成の枠組み形成が展開している。これら先行して締結され

た条約をめぐる取組み状況から持続可能な森林管理を実現させるための枠組み

形成についての知見を得たい。また、これらの条約が、今後、持続可能な森林

管理の枠組み形成の中でどのような役割を果たすべきかについて議論したい。 
 

３．林産物貿易と持続可能な森林管理 

  地球環境問題を律する手段として貿易的手段は広く採用されており、地球規

模の持続可能な森林管理を実現させるための取組みの中で重要の位置を占める

可能性がある。しかしながら、国際間のコンセンサス形成がもっとも困難な課

題と言える。多角的な貿易体制と地球環境の管理という二つのレジームの整合

性についての実践的な学問的な課題の多くが未解決であることによるものであ

る。この課題は、国の利害が絡む困難なテーマであるが、近年のこの問題につ

いての学術的な展開と、違法伐採問題や熱帯木材産地国との間の FTA というき

わめて実践的な課題の展開を踏まえ、実践的な示唆を含む議論をしたい 
 
４．森林認証と持続可能な森林管理 

  地球規模の持続可能な森林管理を実現させるための取組みのうち、環境ＮＧ

Ｏをはじめ、主として非政府部門によって発展の努力がなされ、持続可能な森

林管理の実践的な基準の開発、広範な消費者の消費行動を通じた森林管理への

寄与など大きな貢献をしてきた。しかしながら、消費者の選択的消費から発生

するプレミアムによって持続可能な森林管理を実現させるコストをまかなうと

いう制度設計が実際に機能するか、またこれが途上国の熱帯林の管理に機能す

るか、という問題点を内包している。そこで、今後、環境ＮＧＯの運動、ある

いは、大手木材会社の販売促進ツールという性格から、どのような展開をみせ

るのかについて、実践的な事例報告と理論的な研究動向の報告によって明らか

にしたい。 

 

以上の論点で充実したセッションになれば幸いです。 


